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その４ 　ペットについて相談してみましょう

　行政機関などでも、ペットに関する相談を受け付けています。

◆  東京都動物愛護相談センター

動物愛護相談センター本所（電話番号：（03）3302 － 3507）、多摩
支所（電話番号：（042）581 － 7435）では、ペットに関する相談を受
け付けています。また、新しい飼い主探しの助言や協力をお願いできる
ボランティア団体を紹介しています。
　なお、どうしても飼いきれなくなり、新しい飼い主を見つけられない
場合には、犬と猫の引取りを行うこともありますが、事前相談が必要で
す。

◆  東京都動物愛護推進員

◆  区市町村の窓口

区市町村（役所や保健所）でもペットに関する業務を行っており、ボ
ランティアの紹介、しつけ方教室やペット相談会を開催している場合も
あります。
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◆　老犬・老猫ホームなどで世話をしてもらう

　ペットが亡くなるまで世話をしてくれる民間の事業者もあります。事
業者によっては、ペットを預けた後も面会ができたり、近況を報告して
もらえたりするところもあります。契約内容は様々なので、預ける前に
施設等の見学をし、十分に説明を聞いて納得できる施設を選びましょう。

ペットと一緒に暮らせるサービスを探す
　老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの中には、ペットと共に暮らすこと
ができる施設もあります。
　このような施設には、ペットが死亡した場合の火葬や、飼い主の具合が悪くなった
場合のペットの世話を代行してくれるところもあります。
　入居条件、費用などは様々ですので、施設の見学、規約などをよく確認し、ペット
と自分に合った施設を選びましょう。

動物取扱業について

　ペットシッター、トリミングサロン、
ペットホテル、老犬・老猫ホームなど
は「第一種動物取扱業」と呼ばれ、都
道府県知事の登録が必要です。
　これらの民間事業者を利用するとき
は、第一種動物取扱業の登録のあるお
店であることを確認しましょう。
　登録されているお店は、標識や登録
証を店内に掲示しています。

第一種動物取扱業者標識 

東京太郎

□□ペットホテル

東京都△△区▲▲

保管

**東京都******

令和○年○月○日

令和●年●月●日

①氏名又は名称

②事業所の名称

③事業所の所在地

④

⑤登録番号

⑥登録年月日

⑦有効期間の末日

⑧動物取扱責任者 東京花子

第一種動物取扱業
の種別

〈標識見本〉

動物愛護推進員は、動物愛護と適正
飼養の普及啓発を行うボランティアで、
ペットの飼い方やしつけ方の相談に応
じたり、動物の保護、新しい飼い主探
しのお手伝いをしたりするなどの活動
を行っています。動物愛護の推進に熱
意と識見を有する方々の中から、都知
事が委嘱しています。ペットに関して
困ったことがあったら、動物愛護推進
員に相談してみてはいかがでしょうか。
　動物愛護推進員は、東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課（電話
番号：（03）5320 － 4412）や、区市町村の窓口でご紹介しています。
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　突然の事故や病気などで、
ペットとの暮らしが急転してし
まうかもしれません。
　万が一ペットより先に死亡し
た場合などに備えて、ペットの
ことを十分に考えておきましょ
う。

◆　ペットのための遺言を残す

　ペットのために遺言書を残しておくこともできま
す。弁護士や行政書士などに相談して、ペットを誰
に託すか、ペットのためにどのように財産を残すか
などを整理し、法的に有効な遺言書を作っておきま
しょう。また、ペットを他の人に譲り、飼育を託し
たいと思っている場合には、譲りたい相手から承諾
を得ておくことも大切です。

◆　ペットのための信託を利用する

　ペットのために信託会社へお金を預けて
おき、いざとなったら、そのお金をペット
のために使用することができる仕組みがあ
ります。飼い主は、あらかじめ、ペットの
世話を誰にしてもらうか決めておきます。
預けたお金は、ペットのために使われます。

　遺言や信託については、弁護士、司法書士、行政書士、保険会社に相談してみましょ
う。区市町村の法律相談窓口などを利用するのもよいでしょう。

その６ 　飼い主の“万が一”に備えましょうその５ 　ペットの“万が一”に備える

　多くのペットは人よりも早く歳をとり、飼い主はペットの最期を見
届けることとなります。かけがえのないペットが最期を迎える際に、
飼い主としてどのようなことができるのか、考えておきましょう。

◆ 治療

ペットの死因は、悪性腫瘍や心臓病、
腎不全など様々であり、それに対応する
ための獣医療も日々進歩しています。ま
た、延命目的の治療のほかに、苦痛を軽
減し生活の質を向上させるための終末期
医療（ターミナルケア）など、治療の考
え方も多様化しています。ペットのため
にどのような獣医療を選ぶのか、かかり
つけの動物病院とよく相談して決めま
しょう。

◆ 看取り

ペットの死は辛く、悲しいことですが、看取りは飼い主がペットに愛
情を注ぐことのできる最後の機会です。ペットが幸せな最期を迎えられ
るように、残された時間をどのように過ごすか、よく考え、悔いのない
選択をしましょう。

ペットロス
「ペットロス」とは、ペットを亡くした飼い主の体験や、それによる悲しみのこと
を言い、決して珍しいことではありません。悲しい気持ちを人に聞いてもらったり、
十分な休養をとったりするなど、一人で抱え込まず、無理をせずにペットの死と向き
合いましょう。
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　　動物とのふれあい方いろいろ　　
　ペットと一緒に暮らすこと以外にも、動物と親しんだり、お世
話をしたりする方法があります。

◆  ボランティア活動を通じた動物とのふれあい

ペットの世話をお手伝いするボランティア活動

◆  動物園もいろいろです

　最近の動物園は、より近くで動
物の生態を観察することができる
よう工夫され、子供から大人まで
十分に楽しめる空間に変化してき
ています。また、動物とふれあう
ことができる広場がある動物園も
あります。

◆  バードウォッチング

海、山、川など大自然の中で時間を過ごすことが楽しめます。

動物由来感染症（動物から人に感染する病気）への注意
　動物には症状がなくても、免疫力の低下したシニア世代の方が感染すると、重症に
なることがあります。口移しで食べ物を与えるなど過度の接触は避け、動物に触った
ら手を洗いましょう。

　　終生飼養と飼い主責任　　
　飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終
生飼養」の責任があります。どうしても飼えなくなった場合でも、
飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮
らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。

東京都動物の愛護及び管理に関する条例（第 5条）
１ 飼い主（動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。
以下同じ。）は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動
物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養又は保管をするよ
う努めなければならない。

２　飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人
と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。

３ 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与え
ることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止する
ため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。

４　動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
５　動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養することが困難となった場合には、
新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

□　ペットのお散歩やお世話など、以前と変
わらずにできている。

□　ペットの不妊去勢手術や予防接種などの
基本的な措置を行っている。

□　ペットの平均寿命を考慮に入れても、最
後まで飼い続けることができそうだ。

□　ペットの高齢期に備え、介護や治療にか
かる費用を確保している。

□　自分に万が一のことがあったときのため
の、ペットの預け先等を確保している。

□　ペットを長期間誰かに預けられるように
適切なしつけ等ができている。

全てに☑が入りましたか？
１つでも☑が入らなかった
場合、自分自身のために、
ペットのために、元気な時
から対策をしましょう！

チェックしてみよう

「絶対に最後まで飼う」
だけでなく、

「飼えなくなった時の
ために準備する」
ことも大切です。

も行われており、活動を通じて動物と触れ合う機会
を持つこともできます。保護している動物達の世話
や新しい飼い主に出会うまで一時的に自宅で飼育
するボランティアを募集している動物愛護団体も
あります。動物に関われるボランティアの募集がな
いか、インターネットや情報誌で調べてみてはいか
がでしょうか。


